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国民年金・厚生年金の被保険者
平成21年4月～
毎年誕生月に送付
※１日生まれの方は、誕生日の前月に送付
※４月１日生まれの方は、平成22年3月が初回の送付となります

①年金加入期間　
②年金見込額　
・50才未満の方…加入実績に応じた年金見込み額
・50才以上の方…ねんきん定期便作成時点の加入制度に引き続き加入した場合の将来の年金見込み額
③保険料の納付額
④年金加入履歴
⑤厚生年金のすべての期間の月毎の標準報酬月額･賞与額、保険料納付額
⑥国民年金のすべての期間の月毎の保険料納付状況

会社を退職(失業)された方で、毎月の保険料14,660円を納めることが困難な場合、特例免除があります。
特例免除とは、通常であれば審査の対象となる を行い、保険料の納付が免除さ
れるものです。ただし、配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは保険料免除が認められない場合
があります。この特例免除は、申請する年度又は前年度において退職（失業）がある場合が対象となり
ます。
〔手続きに必要なもの〕①年金手帳　②印鑑　③雇用保険受給資格者証または離職票等
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